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（様式１） 

要望等に対する回答について 

 

 要望年月日：令和７年９月８日 

 要望団体名：一般社団法人日本塗装工業会岩手県支部、岩手県塗装工業組合 

※「県政への反映区分」については、別紙のとおり。 

要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

１．塗装業者への分離

発注について 

塗装工事等の専門工事については、原則として分離

発注を行うこととしています。 

引き続き、各専門工事業者の受注機会の確保に努め

ていきます。 

Ａ 

２．地域指定の拡大及

び発注件数・発注金

額の増額について 

条件付一般競争入札において、発注業種の状況に応

じて地域要件の設定基準を弾力的に運用することにつ

いては、業種間で地域要件の不均衡を生ずることとな

ることから、入札の公平性を確保する上で難しいと考

えます。 

なお、地元企業の受注機会の確保に配慮して、発注

業種にかかわらず、設計金額に応じて旧振興局の区域

を基本に原則的な地域要件を設定し、参入見込数が少

なく競争性が確保されない場合には、地域要件を拡大

する取扱を行っております。（Ｂ） 

また、道路等の社会資本の塗装工事については、各

分野で策定した個別施設計画に基づき適切な時期に実

施することとしており、これを計画的に進めるために

は、持続的・安定的に予算を確保していく必要があり

ます。 

このため県では、令和８年度政府予算等に関する提

言・要望において、社会資本の適切な維持管理に必要

な予算を確保するよう、国に要望したところです。 

今後とも、予算の持続的・安定的な確保を国に働き

けるとともに、社会資本の計画的な維持管理に取り組

んでいきます。(Ｂ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ：２ 
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要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

３．入札制度について 総合評価落札方式の資格取得の取組の評価において

は、新たに登録基幹技能者に登録された職員がいる場

合には評価の対象としています。 

建築・鋼橋塗装技能士を評価の対象とすることにつ

いては、国や他県の動向を注視していきます。(Ｃ) 

総合評価落札方式における配置予定技術者の要件に

ついては、技術者本人の施工経験や実績等を評価する

ものであり、工事の種類を限定せず適用しているとこ

ろです。 

今後とも、入札状況等について検証を行いながら、

より良い制度運用に努めていきます。(Ｃ) 

法面や塗装工事等の自社施工要件を設定している業

種については、適切な施工体制及び品質確保の観点か

ら、自社等で雇用する技能者等を配置することを要件

としているものであり、全体施工面積に対する自社施

工割合や数量等の条件は設定していないところです。 

自社施工要件として、全体施工面積に対する自社施

工割合や数量等の条件を付すことは、建設業法上、一

括下請負以外の下請契約は認められていることから、

難しいと考えます。（Ｃ） 

Ｃ：３ 

４.予定価格事前公表

の見直しについて 

入札における適正な競争を確保する上で、予定価格

の事前公表は、入札の透明性の向上、発注者受注者双

方の事務効率の向上、更に、予定価格に係る不正防止

の観点から有効なものとして、本県では平成17年度か

ら全ての県営建設工事の入札に導入し、国の指針に基

づき十分な検討を行いながら運用しているところで

す。 

なお、適正な積算による入札であることについて、

入札書と同時に工事費内訳書の提出を義務付けている

ほか、開札後の落札候補者に対する事後審査において

は、詳細な工事費内訳書を追加で徴し、適正に積算し

ていることを確認しています。  

制度導入以降、国が指摘する予定価格の事前公表に

よる弊害は確認されていないものと認識しています

が、引き続き、入札動向や他県の状況等を注視しなが

ら、適切な対応に努めていきます。 

Ｃ 
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要望項目 取組状況等 
県政への 

反映区分※ 

５.地域塗装業者の育

成・技能継承に向け

た支援強化について 

県内優先条項の付記は、県内業者の受注機会の拡大

を図るため、県営建設工事の受注者に対して、下請契

約及び建設資材納入契約について県内業者から選定す

るとともに、調達する建設資材は岩手県産とするよう

要請する条項を岩手県営建設工事請負契約書例文の付

記条項として定めたものです。 

 県では、引き続き、入札参加希望者に対して、ホーム

ページで県内優先条項の周知を図るとともに、県営建

設工事の受注者に対して、下請契約の相手方を岩手県

内に主たる営業所を有する者の中から選定するように

要請を行い、制度の趣旨をご理解いただけるよう努め

ていきます。（Ｂ） 

また、若年層の担い手確保・育成等については、次世

代を担う若者を対象として「いわて建設業みらいフォ

ーラム」を開催し、建設業の魅力ややりがいについて

広く情報発信するとともに、企業ブースによる建設業

への相談コーナーを設けるなど、将来の建設業界を支

えていく担い手の確保・育成・技術継承に取り組んで

いきます。（Ａ） 

Ａ：１ 

Ｂ：１ 
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［別紙］ 

「県政への反映区分」について 

 

反映区分 記号 内   容 

提言等の趣旨に

沿って措置した

もの 

Ａ (１) 質問・照会等の内容であり、その趣旨を満たしたもの 

(２) 意見提言の趣旨に沿い、現行制度等で措置し、提言等の趣旨

を満たしたもの 

(３) 市町村、団体等との連絡・調整等を要し、調整等により提言の

趣旨を満たしたもの 

(４) 当該年度中に事業が完了し、提言等の趣旨を満たすもの 

(５) 当該年度中に完了しないが、事業に着手（当該年度中に着手

予定を含む）し、事業完了時に提言の趣旨を満たすもの 

(６) その他、上記に類するもの 

※この区分は、「措置済」、「完了」の区分とする。 

実現に向けて努

力しているもの 

Ｂ (１) 実現に向けて努力しているが、現段階で提言の趣旨を満たし

ていないもの 

 （例）・制度・条例等の新設・改正等を要するもの 

   ・予算措置（県単・国庫補助等）を要するもの 

   ・市町村、団体等との連絡・調整等を要するもの 

(２) 国等の事務事業に係るもので、実現に向けて、県として要望・

提案を行うなどしているもの 

(３) その他、上記に類するもの 

当面は実現でき

ないもの 

Ｃ (１) 現時点では、実現することが難しいもの 

(２) 優先順位等を見極めながら、状況に応じて判断するため、現

時点では見通しが立たないもの 

(３) その他、上記に類するもの 

実現が極めて困

難なもの 

Ｄ (１) 県の行政には馴染まないもの 

(２) 実現が極めて困難なもの 

(３) その他、上記に類するもの 

その他 Ｓ  反映区分の選択になじまないもの 

 Ｔ  県民等からのお礼、感謝の類 

 


